
群馬県 前橋市 上泉町～亀泉町
主要地方道 前橋大間々桐生線 （上・下線）

第一回目 平成22年9月27日（月）午後11：30～午前4：00
　　　　 平成22年9月28日（火）午後11：30～午前4：00（予備日）
第二回目　平成22年10月中旬　午後11:30～午前4:00

（詳細は追ってお知らせいたします）
夜間 全面通行止

※ 自転車・歩行者は、規制箇所付近の誘導員の指示に従って通行願います。

国土交通省
高崎河川国道事務所
渋川国道出張所

前橋東警察署
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)

規制内容

規制案内

　主要地方道　前橋大間々桐生線

夜間　全面通行止　のお知らせ
規制箇所

規制期間

027-345-6000

問　合　せ　先

027-289-6347
027-225-0110
0279-24-7238

通行止め箇所

<凡例>
　　　　： 車両通行規制区間

　　　　： 迂回路

至 前橋

上泉町

江木町

上武江木

堀越町南

茂木町

富田町

国道１７号
　上武道路

　前橋大間々桐生線

＜車両通行規制区間＞

前橋市街方面

渋川方面

通行止め箇所

・橋桁を左図のように架設するため、
　その下を通る道路を通行止めにします。

主要地方道 前橋大間々桐生線
（前橋市街方向から大間々方向を望む）

橋桁架設後のイメージ図

橋桁

国道１７号上武道路

荻窪町

荒口高架橋


